
資料６

   第２１の３　市町村における相談支援
 （障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）

市 町 名

（相談支援を利用している障害者等の人数）

実人員 身体障害
重症心身

障害
知的障害 精神障害 発達障害

高次脳
機能障害

その他

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

障 害 者 (01) 666 153 0 318 405 33 8 75

障 害 児 (02) 96 9 2 48 12 37 0 25

計 (03) 762 162 2 366 417 70 8 100

（相談支援事業の実施体制）

障害福祉主管
課で実施

直営相談支援
事業所で実施

委託相談支援
事業所で実施

(1) (2) (3)

身 体 障 害 (04) 1 1

知 的 障 害 (05) 1 1

精 神 障 害 (06) 1 1

（支援方法）

訪問 来所相談 同行 電話相談 電子メール
個別支援

会議
オンライン

相談
関係機関 その他 計

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

身 体 障 害 6 40 4 64 1 5 0 41 1 162

知 的 障 害 38 63 19 80 0 15 2 141 6 364

精 神 障 害 50 86 11 113 2 5 1 139 5 412

件 数 (07) 94 189 34 257 3 25 3 321 12 938

（支援内容）

福祉サービス
の利用等に関

する支援

障害や症状の
理解に関する

支援

健康・医療に
関する支援

不安の解消・
情緒安定に
関する支援

保育・教育に
関する支援

家族関係・人
間関係に関す

る支援

家計・経済に
関する支援

生活技術に
関する支援

就労に関する
支援

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

件 数 (08) 588 18 116 68 16 76 73 72 30

（ 再 掲 ）
ピ ア カ ウ
ン セ ラ ー

(09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

社会参加・余
暇活動に関す

る支援

権利擁護に
関する支援

その他 計

(10) (11) (12) (13)

件 数 (08) 8 97 96 1,258

（ 再 掲 ）
ピ ア カ ウ
ン セ ラ ー

(09) 0 0 0 0

市町村直営で実施
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障がい者基幹相談支援センター（直営＋委託）


